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１．はじめに 

 

成熟社会の地域公共交通（生活交通）は市民のモビ

リティを保障する大きな役割を担っている．一方で，昨

今の道路運送法の改正の流れからも，基礎的自治体たる

市町村が地域の公共交通計画に主体的に関与していくこ

とがこれまで以上に求められてきている．しかしながら，

これまでの生活交通サービスは事業効率性やいわゆる交

通空白地域の視点から議論されることが多く，市民のモ

ビリティという視点からの評価がほとんど行なわれてこ

なかった． 
本論文では，生活交通サービスが市民のモビリティ

を適切にカバーしているかを評価する手法について検討

する．具体的には，青森県八戸市をケーススタディとし

て，地域のモビリティ水準を計測する手法の提案を行な

うとともに，生活必需の各種施設（医療機関，小売店）

へのアクセス性や地域の公共交通サービス水準が地域の

モビリティ水準とどう関連するかを明らかにすることで，

地域の生活交通サービスを評価する基礎的な知見を得る． 
 
２．生活交通サービスに関する評価手法の検討 

 

（１）既往の評価手法 

 路線バスを中心とした生活交通サービスに関する既往

の評価手法について，本稿では以下のように整理する

（英記号a）～c)は本文中の記述に対応）． 

a) 生活交通サービスの供給面からの評価 

 b) 市民や利用者からの評価 

c) 行政の政策目標としての評価 

ａ）生活交通サービスの供給面からの評価 

利用者数や収入額，運行費用など，事業効率性の立

場からの評価である．後述の c)に関連して，利用者数

の増加や運行費用の低減，営業係数の軽減等を具体的な

数値目標として行政が掲げる場合もある． 

また，自家用車交通からのモーダルシフトによる CO2

削減効果の計測もこの分類に含まれる． 

ｂ）市民や利用者からの評価 

 まず，既に運行されている生活交通サービスに対する

市民や利用者による満足度評価がある．個別のサービス

質（運行回数や始終発時刻等）に関する顧客満足度のほ

か，行政の生活交通施策自体への満足度，生活交通が運

行されたことによるモビリティの増進（例えば，外出回

数が増えたか否か）に対する評価など様々である． 

 また，これから運行が予定されている（あるいは，計

画されている）生活交通サービスへの評価もこの分類に

含まれ，運賃等の支払意思額の計測や利用意向の評価等

が考えられる． 

ｃ）行政の政策目標としての評価 

 行政の生活交通に関する施策への市民満足度の向上や

行政支出（欠損補助）の抑制，いわゆる交通空白域の解

消などが挙げられる．これらのなかには，具体的な数値

目標が設定される場合もある． 

 なお，これまでに記述した評価手法の分類は，互いに

独立したものではなく，相互に関連している場合もある．

しかしながら，コミュニティバス事業の行政評価手法の

整理を試みた磯部ら１）は，実際の評価では単一の評価

指標を用いて判断している場合が多いが，複数の指標を

用いた場合とは結果が異なるケースもあり，間違った判

断に陥りやすいと指摘している．すなわち，生活交通を

診断（評価）するためには，単一の軸で評価をするので

はなく，事業効率性に加えて，市民のモビリティに着目

した評価も合わせて実施していくことが必要である． 

 

（２）本研究の方法 

ａ）概要 

 生活交通サービスを市民のモビリティや地域のアクセ

シビリティの視点から評価した近年の研究として，猪井
２）は，アマルティア・センによるケイパビリティ･アプ

ローチを援用した評価手法の検討を行なった．ケイパビ

リティ・アプローチは，従来の貧困研究における，財や

効用（帰結）のみに注目した評価に異論を唱え，財のも

つ機能（ファンクショニング）とその選択可能な集合で
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あるケイパビリティという概念を提唱した．自転車を例

に説明すると，ファンクショニングは，自転車という

「財」が持つ「○○に行ける（空間的な移動が可能にな

る）」という「機能」のことである．つまり，生活交通

サービスによるモビリティの増進を評価するためには，

「財」のみに目を向けるのでは不十分であり，財をファ

ンクショニングに変える「能力」の部分にも目を向けて

いく必要がある．以上の議論を定式化すると以下の通り

になる（１式）．３） 

( )( )iiii xcfb =   ･･･(1) 

ｂｉ：ファンクショニング 

ｆｉ：財の利用関数 

（財を利用できる能力） 

ｃｉ(ｘｉ)：財ｘｉの特性 

 ところで，センはファンクショニング具体的な計測手

法を提案していない．この点について，猪井２）の研究

では，ファンクショニングの「達成可能性」直接計測す

る手法の検討を行なっている．しかし，先の数式を眺め

ると，ファンクショニングは「財」と「財を利用できる

能力」から説明可能であることから，両者を計測するこ

とによって「ファンクショニングの広がり」を明らかに

することができそうである． 

ここで，「ファンクショニングの広がり」という概

念を「モビリティ水準」という概念に置き換えが可能で

あると考える．猪井ら２）が提案したファンクショニン

グは，例えば「病院へ行く」とか「買物に行く」という

ような「交通の目的」に相当するものであった．交通が

専ら派生需要であると考えると，何らかの目的を達成す

るために交通をする能力の水準，つまり「モビリティ水

準は」少なからず「ファンクショニングの広がり」に関

連を持ったものと言えよう．ただし，猪井２）が提案し

た，ファンクショニングの重み付けやあるべきまちの姿

を住民が決定する（行為主体の自由）については十分に

含み込んではいない． 

また，地域の生活交通サービスが市民のモビリティ

を適切にカバーしているかを評価する当初の目的を振り

返ると，地域単位でモビリティ水準を集計する手法論の

構築が求められる．そこで，本研究では，以下の３点の

検討を行なう． 

① まず，地域単位のモビリティ水準を計測する手法を

提案する． 

② 次に，「財」と「財を利用できる能力」をそれぞれ

示すと考えられる指標を挙げ，市民が持つ「財」と

「財を利用できる能力」の大きさが地域のモビリテ

ィ水準とどう関連しているのかを実際の地域（青森

県八戸市）で得たデータをもとに検討する．こうす

ることで，①で求めた地域のモビリティ水準に妥当

性があるか否かを考察できる． 

③ 実際の地域（青森県八戸市）でケーススタディを試

み，地域の生活交通サービスが市民のモビリティを

適切にカバーしているかを診断する． 

 

ｂ）モビリティの集計方法 

 ケイパビリティにせよ，モビリティにせよ，その広が

りや大きさは，本来，個人単位に求められるものである．

これを地域単位に集計するには，多少工夫が必要になる． 

ここで，「地域のモビリティ水準」に含む意図を考

えたい．確かに，地域住民全体の外出頻度あるいは生成

トリップ数（の平均値）が高い水準にある地域では，住

民が多く交通をしていることから，（交通が専ら派生需

要であると考えると，）日常の社会活動の機会も広がっ

ていると考えられる．従って，「地域のモビリティ水

準」を示す指標は，外出頻度の増加により値が上昇する

よう配慮する必要がある． 

しかし，地域住民の外出頻度（や生成トリップ）が増

加したとしても，必ずしも望ましいとは言えないケース

がある．例えば，地域全体の平均値が上昇したとしても，

個々の外出頻度に注目すると，もともと外出量の多い人

の頻度が上昇したことによって平均値が上昇するケース

も考えられる．本研究の目的は，生活交通サービスが市

民のモビリティを適切にカバーしているかを評価するこ

とであり，むしろ地域のなかで相対的に外出量が少ない

人（例えば，無外出層）に着目をすることが必要である．

先述のアマルティア・センは，「セン指標」とも呼ばれ

る貧困指標を次式のように提案している（２式）．４） 

( ){ }GIIHP -+º 1  ･･･(2) 

I: 所得ギャップ比率（貧困ライン（基準線）と貧困

層の所得との差を割合にしたもの）  

       Ｈ：貧困者比率         

      Ｇ：貧困層内のジニ係数（０≦Ｇ≦１；不均等度を示

す。不均等ほど１に近い） 

この指標は，その地域（あるいは国家）がどの程度貧困

であるかを相対的に比較することができる．従来はＩの

みあるいはＨとＩの積の形で示されていたものだが，そ

れだと，再分配の不備による相対的貧困がどの程度存在

しているのかを捉え切れていないのである．「セン指

標」はジニ係数Ｇを用いることでこの課題に応えた． 

 本研究では，この「セン指標」を参考に，①外出頻度

の増加により値が上昇し，かつ②地域のモビリティの不

均等度が大きい，つまり，地域のなかでモビリティが相

対的に小さい層がどの程度存在しているかを示す指標を

構築し，この値を各地域の「地域のモビリティ水準

（P）」として考える（３式）．この水準が大きくなる

ほど，人々のモビリティが高く，かつモビリティの大き

さが過度に低い層の割合が小さくなることを示している． 



( )GFP -º 1  ･･･(3) 

Ｆ: ２日間の外出頻度の合計（農作業等

の外出除く） 

Ｇ：Ｆのジニ係数（０≦Ｇ≦１；不均等

度を示す。不均等ほど１に近い） 

ｃ）「財」と「財を利用できる能力」の設定 

 本研究では，「財」の具体例として，①自動車（自分

で自由に利用できる乗用車を持っているか否か）と②生

活交通（バス）サービス（バスを利用して各種施設にア

クセス可能か否か），③地域およびその周辺における施

設（医療機関や商業施設等，外出先となる場所がどの程

度存在するか）の３点を検討する．このうち，③につい

ては，外出（モビリティ）の目的そのものがどの程度存

在するのかを示しており，①や②といった交通具そのも

のとは異なる性質を持つ「財」である． 

 一方，「財を利用できる能力」としては，①バスの利

用可否（単独でバスを利用できるか），②年齢層（身体

機能のほか，外出特性の違い（目的の違い等）を含み込

むと考えられる）を検討した． 

 

３．八戸市におけるケーススタディ 

 

（１）対象地域の概要 

ケーススタディの対象とした青森県八戸市は，人口

約24万５千人（平成17年３月現在）の地方都市で，65歳

以上人口の比率は17.4％（2000年国勢調査）と全国平均

とほぼ同じ水準にある．本研究では，日常の移動実態や

個人の交通環境，身体属性を把握するアンケート調査を

バスサービス水準や施設立地条件等が異なる７地区を抽

出し，3,463名から回答を得た． 

 

（２）指標の設定 

 前章で述べた「財」と「財を利用できる能力」をアン

ケート調査や施設立地に関するデータを用いて，以下の

ように指標を設定した（表１）．このうち，「③施設」

に関する指標（地域のアクセシビリティ）は，医療機関

と小売店のアクセシビリティをそれぞれ求め（４式），

各々を基準化（偏差値換算）し，両者の平均値をとった

ものを採用した（１）（５式）． 

表１ 「財」と「財を利用できる能力」の設定 

    ･･･(4)  

Ａｓ ：商業施設のアクセシビリティ 

Ｖｓｉ：商業施設ｉの床面積（ｉ＝１～Ｎ） 

Ｒｓｉ：商業施設ｉから当該地域までの距離 

Ａｈ ：医療機関のアクセシビリティ 

Ｂｈｊ：医療機関ｊの病床数（ｊ＝１～Ｍ） 

Ｒｈｊ：医療機関ｊから当該地域までの距離 

[ ] [ ]
2

hs AA
A

+
=       ･･･(5) 

Ａ   ：当該地域のアクセシビリティ 

[Ａｓ]：基準化した商業施設アクセシビリティ 

[Ａｈ]：基準化した医療機関アクセシビリティ 

 

（３）地域のモビリティ水準の導出と「財」，「財を利

用できる能力」との関連 

 市域を50ｍメッシュ（計73,522メッシュ）で分割し，

それぞれの重心からの距離を用いて，先述の算出方法に

より求められたアクセシビリティ（偏差値）を 10点毎

に階級分けする．各階級で算出された地域のモビリティ

水準を表２に示す．まず，アクセシビリティ（以後Ａ）

の水準が低い地域ほどモビリティ水準が低下しており，

自由車を持たない層はさらに小さくなる（表中[1]）．

また，高齢者やバス利用困難層は，Ａの水準や自由車の

保有状況が同じでも，モビリティ水準が低くなる傾向に

ある（表中[2][3]）．さらにバスサービスに関して，総

合病院へのアクセスが可能な地区は，モビリティ水準が

高まる傾向にある（表中[4]）． 

 ここで，自由車の有無やＡの

水準など，地域のモビリティ水

準に影響を与える「財」や「財

を利用できる能力」を示す指標

がそれぞれ独立したものである

かを検討するため，地域のモビ

リティ水準を目的変数にした重

回帰分析を行なう（表３）．そ

の結果，考慮したすべての指標

「財」に関する指標 

①自動車 自由車（自分で自由に利用できる車）の有無 

②バス 

路線バスを利用して市内の総合病院（３箇所）のいず
れかにアクセスできるか 
＊ 以下の３点を満たすことが必要 
・病院の外来診療時間に合わせて現地にバスで到着
することができる 
・最低でも青森県の受診・医療の行動者平均時間
（2時間38分）５）は病院内に居ることが可能 
・帰りもバスで戻ることが可能 

③施設 医療機関と小売店のアクセシビリティ（詳細は本文） 

「財を利用できる能力」に関する指標 

①バス利用可否 路線バスに一人で乗降できるか否か 
②年齢層 65歳以上か否か 

å
=

=
N

i si

si
s R

VA
1

å
=

=
M

j hj

hj
h R

B
A

1

表２ 地域のモビリティ水準（結果表） 
[１]

全数 非高齢者 高齢者 なし あり アクセス無 アクセス有
30 0.56 0.84 0.37 0.65 0.09 0.47 0.69
40 1.41 1.55 1.18 1.42 ― ― 1.39
50 1.43 1.63 1.09 1.54 0.21 ― 1.44
60 1.89 2.12 1.68 1.99 0.86 ― 1.89
70 1.71 2.08 1.41 1.71 ― ― 1.71
80 1.95 2.13 1.72 1.94 ― ― 1.97
30 1.92 1.97 1.60 ― ― 1.72 2.14
40 2.18 2.14 2.11 ― ― ― 2.12
50 2.23 2.23 2.05 ― ― 1.92 2.21
60 2.26 2.31 2.14 ― ― ― 2.26
70 2.75 2.31 ― ― ― ― 2.74
80 2.82 2.61 ― ― ― ― 2.73

＊ＡＣＣ階級：地域のアクセシビリティ（Ａ）の数値を階級化。
    35未満を「30」。35以上45未満を「40」とし、75以上を「80」とする。
＊＊ 表中「－」はサンプル数が概ね15未満のため算出せず。

なし

あり

自由車
ＡＣＣ
階級

[３]バス利用困難 [４]総合病院バス[２]



が独立して地域のモビリティ水準に影響していることが

明らかになった．以上の考察より，本研究で構築した地

域モビリティ水準の一定程度の妥当性が確認できた．ま

た，「財」や「財を利用できる能力」に関する指標を用

いてモビリティ水準の低くなる地域特性や個人特性を抽

出することが可能であることも確認された． 

 しかし，日常の交通に対する経済面（バスの運賃等）

からの検討や，八戸市と異なる特性を持った地域でも援

用可能であるかの考察が必要である． 

表３ 地域のモビリティ水準の説明要因 

 

（４）展開例 

 ところで，これまでに述べた手法を用いてモビリティ

水準を地域間で相対的に比較することができる．では，

モビリティの最低保障を議論する場合，どの程度の水準

があれば「よい」のだろうか．考えられる一つの方法論

として，地域のモビリティ水準と日常の外出（買物・通

院）に対する満足度の相関を確認したい（図１）．ここ

で扱う満足度は，買物と通院の外出が「十分でない」と

評価し，かつ「移動手段の不備により外出を取り止めた

り時間帯をずらしたりしたことのある」層を除いた人数

が各分類に占める割合と定義した（先のアンケートデー

タに基づく）．その結果，自由車を持つ層はモビリティ

水準に関係なく満足度が高くなっている（相関がない）

が，自由車の無い層はモビリティ水準が高いほど満足度

が高くなっている（相関がある）．ただ，今回のケース

では，自由車のある層のモビリティ水準が総じて自由車

のない層よりも高くなっており，モビリティのミニマム

水準を単純に満足度からは結論づけることは困難である． 
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図１ 地域のモビリティ水準と満足度の関連 

 だが，「財」や「財を利用する能力」に関する指標を

用いて，モビリティ水準の低くなる地域特性や個人特性

の抽出が可能になる特性を活用することで，最低限確保

すべきモビリティ水準を地域のなかで意思決定する材料

を提供することが可能になると考えられる． 

例えば，表２を眺めてみると，（外出に対する満足

度とモビリティ水準に相関のない）自由車のない層では，

算出されたモビリティ水準の最低値が 1.60である．こ

れを目安に考えると，アクセシビリティ水準（偏差値）

が 45点に満たない地域では，非高齢者で路線バスの利

用が可能であってもモビリティ水準が 1.60を下回って

おり，何らかの課題が存在する可能性がある． 

ＧＩＳを活用すれば，こうした地域の人口を容易に

推計することが可能であるため（38,104名：平成12年

度国勢調査ベース），生活交通サービスを改善する場合

のコストや現状の公共交通サービスの供給面での評価

（例えば，路線のポテンシャル評価）にもつながる．こ

うしたデータを積み上げていくことで，自治体や住民が

地域で保障していくモビリティの水準を意思決定してい

くことが可能になると考えられる． 

 

４．さいごに 

 

 本研究では，地域の生活交通サービスが市民のモビリ

ティを適切にカバーしているかを評価する基礎的な知見

を得た．具体的には，アマルティア・センの理論を基礎

に，地域のモビリティを計測する手法を提案し，それに

影響を与える要因を明らかにした．今後は，日常の交通

に対する経済負担からの検討や，異なる特性を持った地

域でも援用可能な考え方であるかを検討することが必要

である． 

また，「財」や「財を利用する能力」に関する指標

を用いてモビリティ水準の低くなる地域特性や個人特性

を抽出することが可能であることも明らかになった．今

後は，生活交通サービスの供給面での評価も加えて検討

することで，地域で保障すべきモビリティの水準をどこ

に置けばよいかを意思決定するスキームを構築したい． 

 
補注 

(1)アクセシビリティの導出にあたり，床面積 1,000㎡以上の
店舗は実際の床面積を使用し，コンビニエンスストアは一
律 200㎡として考えた．また，それ以外の食料品を主に扱
う小売店の床面積は 700㎡とした．病床数については医院
の場合，一律7床とした． 
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X1 X2 X3 X4 X5 定数 R 
0.02** -0.87**    1.22 0.95 
0.02**  -0.49**   0.43 0.91 
0.02** -0.70** -0.32**   1.35 0.91 
0.02**   -0.97**  0.31 0.95 
0.02** -0.91**   -0.39* 1.40 0.96 
【凡例】 X1：アクセシビリティ（得点（偏差値）） 

X2：自由車の有無（無＝1）    **1%有意 
     X3：高齢者（65歳以上＝1）    *5％有意 
     X4：バス利用可否（不可＝1） 

X5：総合病院バスアクセス（無＝1） 
目的変数：地域のモビリティ水準   


